
ち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）につい

て、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

２ ３及び４については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関にお

ける診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続

して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者（

第１節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のう

ち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）であっ

て、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施

設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院

料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管

理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入

院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、当該基準に係る区分

に従い、入院期間が90日を超えるごとに１回、所定点数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者

については、提出データ評価加算として、40点を更に所定点数に加算する。

Ａ２４６ 入退院支援加算（退院時１回）

１ 入退院支援加算１

イ 一般病棟入院基本料等の場合 600点

ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,200点

２ 入退院支援加算２

イ 一般病棟入院基本料等の場合 190点

ロ 療養病棟入院基本料等の場合 635点

３ 入退院支援加算３ 1,200点

注１ 入退院支援加算１は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいず

れかを行った場合に、退院時１回に限り、所定点数に加算する。

イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するも

の（第１節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院

料のうち、入退院支援加算１を算定できるものを現に算定している患者に限る

。）に対して入退院支援を行った場合

ロ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者（第１節の入院

基本料（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、入退院

支援加算１を算定できるものを現に算定している患者に限る。）の転院（１回

の転院に限る。）を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合

２ 入退院支援加算２は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院

中の患者であって、在宅での療養を希望するもの（第１節の入院基本料（特別入

院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、入退院支援加算２を算定

できるものを現に算定している患者に限る。）に対して、入退院支援を行った場

合に、退院時１回に限り、所定点数に加算する。

３ 入退院支援加算３は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいず

れかを行った場合に、退院時１回に限り、所定点数に加算する。

イ 当該保険医療機関に入院している患者であって、区分番号Ａ３０２に掲げる

新生児特定集中治療室管理料又は区分番号Ａ３０３の２に掲げる新生児集中治

療室管理料を算定したことがあるもの（第１節の入院基本料（特別入院基本料

等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、入退院支援加算３を算定できる

ものを現に算定している患者に限る。）に対して、退院支援計画を作成し、入
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退院支援を行った場合

ロ 他の保険医療機関において当該加算を算定した患者（第１節の入院基本料（

特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、入退院支援加算

３を算定できるものを現に算定している患者に限る。）の転院（１回の転院に

限る。）を受け入れ、当該患者に対して、退院支援計画を作成し、入退院支援

を行った場合

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、

地域連携診療計画加算として、退院時１回に限り、300点を更に所定点数に加算

する。ただし、区分番号Ｂ００３に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号

Ｂ００５に掲げる退院時共同指導料２、区分番号Ｂ００５－１－２に掲げる介護

支援等連携指導料、区分番号Ｂ００９に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号

Ｂ０１１に掲げる診療情報提供料(Ⅲ)は別に算定できない。

イ 当該保険医療機関において入退院支援加算の届出を行っている病棟に入院し

ている患者（あらかじめ地域連携診療計画を作成し、当該計画に係る疾患の治

療等を担う他の保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに、

当該患者の同意を得た上で、入院時に当該計画に基づく当該患者の診療計画を

作成及び説明し、文書により提供したものに限る。）について、退院時又は転

院時に当該他の保険医療機関又は介護サービス事業者等に当該患者に係る診療

情報を文書により提供した場合

ロ 他の保険医療機関からの転院（１回の転院に限る。）患者（当該他の保険医

療機関において当該加算を算定したものであって、当該患者の同意を得た上で

、入院時にあらかじめ作成した地域連携診療計画に基づき当該患者の診療計画

を作成及び説明し、文書により提供したものに限る。）について、退院時又は

転院時に当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供し

た場合

５ 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保

険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局長等に届け出たものについては、注２に規定する届出の有無にか

かわらず、注２に規定する加算の点数に代えて、入退院支援加算（特定地域）と

して、それぞれ95点又は318点を所定点数に加算することができる。

６ 入退院支援加算１又は入退院支援加算２を算定する患者が15歳未満である場合

には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算する。

７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定める

ものに対して、入院前に支援を行った場合に、その支援の内容に応じて、次に掲

げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 入院時支援加算１ 230点

ロ 入院時支援加算２ 200点

８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定める

ものに対して、当該患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総

合的な評価を行った上で、その結果を踏まえて、入退院支援を行った場合に、総

合機能評価加算として、50点を更に所定点数に加算する。

Ａ２４７ 認知症ケア加算（１日につき）

１ 認知症ケア加算１

イ 14日以内の期間 160点

ロ 15日以上の期間 30点

２ 認知症ケア加算２

35




